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三郷市立小・中学校通学区域編成審議会会議録 

 

会議名 令和６年度第２回三郷市立小・中学校通学区域編成審議会 

日付 令和６年８月２９日（木曜日）午後２時から３時３０分まで 

場所 三郷市役所本庁舎２階２０７会議室 

委員 白石匡子（会長）、戸田大輔（副会長）、渡部順一、牧野正、中三川真弓、塙慧、 

佐久間史晃、臼倉喜八郎、髙橋兵衞、佐々木博、須藤和義、荻野重夫、濵島慶悦、 

成川和子、佐野常治 

事務局 菅原成之（学校教育部長）、佐藤孝祐（学校教育部参事兼学務課長）、 

名川伸太郎（教育総務課長）、栁田徹（教育総務課副参事兼教育環境整備室長）、 

杉山量平（学務課主幹兼学務係長）、藤田昇平（教育総務課教育環境整備室主任） 

 

【議事内容】 

１ 開会 

事務局 三郷市立小・中学校通学区域編成審議会を開会します。 

 

２ 会長挨拶 

事務局 会長からご挨拶を頂きたいと存じます。 

会長 （挨拶） 

 

３ 会議の公開について 

会長 会議の公開について審議します。事務局に説明を求めます。 

事務局 （会議の公開について説明） 

会長 本日の審議会を公開することについて、異議はございませんか。 

委員一同 異議なし。 

会長 傍聴の申込み状況について、事務局の報告を求めます。 

事務局 本日、傍聴の申込みはございません。 

会長 このまま議事を進めます。 

 

４ 報告 

中学校の学校選択制の状況について 

会長 報告、中学校の学校選択制の状況について事務局の説明を求めます。 

事務局 報告、中学校の学校選択制の状況についてご説明いたします。 

資料１をご覧ください。こちらは、前回ご質問を頂いた令和６年度入学の進学先内訳人数

を表したものです。上段は、栄中学校学区の児童３０５人の内訳です。栄中学校に１６０

人、前川中学校に２８人、その他の市内中学校に５２人、私立中学や他市中学校等への進

学が６５人です。下段は、前川中学校学区の児童１４３人の内訳です。前川中学校に１０

７人、栄中学校に３人、その他の市内中学校に１４人、私立中学や他市中学校等への進学

が１９人です。この学校選択制度は、入学したい学校を選ぶことができる制度として、平



- 2 - 

 

成１６年度から実施しております。 

参考資料をご覧ください。こちらは、令和７年度の入学に向けた学校選択制の状況です。

数値は、各中学校の定員と通学区域内の新１年生の人数を示しております。定員は、学校

規模等に応じて設けております。右側の通学区域内新１年生数は、区域内で新一年生にな

る年齢の子どもを抽出した数で、各学校に入学する可能性がある最大の人数を示してお

ります。栄中学校は、定員２５６人に対して区域内人数３４３人、前川中学校は、定員１

８０人に対して区域内人数９４人です。 

中段にございます「※定員について」をご覧ください。栄中学校の区域内人数は、定員を

大きく超えておりますが、区域内の入学予定者が定員を超えた場合は、区域内入学予定者

の人数を定員としております。指定校では、通学区域内の人数がどれほど増えても受け入

れるということです。 

下段にございます「〇抽選について」をご覧ください。抽選を実施する学校についてご説

明いたします。前川中学校の場合、通学区域外の児童の受入可能人数は、定員１８０人か

ら通学区域内の９４人を差し引いた８６人です。この受入可能人数を希望者数が上回っ

た場合は、抽選を実施します。一方で、栄中学校の場合は、通学区域内の人数が定員より

多いため、現時点で通学区域外からの受入れはできません。ただし、今後の希望者数の集

計結果によっては、受入れができる場合もございます。この希望者数の集計につきまして

は、１１月上旬にホームページで公表する予定です。抽選を実施する学校は、この時に分

かります。なお、今年度の抽選会は、１１月１７日（日曜日）に実施する予定です。 

以上で説明を終わります。 

会長 報告、中学校の学校選択制の状況についての説明が終わりました。ご質問やご意見がござ

いましたらお願いいたします。 

委員 資料１は、令和６年度学区内新１年生進学先ということでしたが、ここに記載されている

人数は、栄中学校と前川中学校の学校だよりの１年生の実数と違います。学校だよりで

は、栄中学校が１６６名、前川中学校が１３９名ですが、この人数の違いについて教えて

ください。 

会長 実数についての質問がございました。事務局からお願いいたします。 

事務局 資料１は、各学校の学校選択の結果に基づいた人数を示しております。学校選択によって

学校が決まってから入学までの間に、他の学校から学校選択で入学する場合や引っ越し

などで他市などから新たに転居してくる場合がございますので、そういった部分で人数

のずれが生じます。 

委員 教育委員会は、実数を把握すべきではないですか。 

会長 実際に入学した人数については、教育委員会でも把握されているということでよろしい

ですよね。ご質問やご意見は、以上でよろしいですか。 

報告、中学校の学校選択制の状況については終了します。 

 

５ 議題 

通学区域見直し案について 

会長 議題、通学区域見直し案について事務局の説明を求めます。 
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事務局 議題、通学区域見直し案についてご説明いたします。 

資料２－１をご覧ください。こちらの資料には、Ａ案として戸ケ崎小学校の通学区域全域

を前川中学校に変更した場合のシミュレーション結果をまとめました。 

左側の地図をご覧ください。左に凡例がございます。青色の実線が学区の見直し区域、青

色の点線が元の学区境、赤色の点線が変更後の学区境、黄緑色の実線が町名の境を示して

おります。Ａ案は、戸ケ崎小学校の通学区域を境にしております。栄中学校と前川中学校

の中間辺りが学区境になること、両校の通学区域の面積が同程度になることが分かりま

す。 

次に、右側のグラフをご覧ください。こちらのグラフは、通学区域を変更した場合の生徒

数と学級数を示しております。今年度に１歳を迎えるこどもが中学１年生になる令和１

８年度までの推計を作成しました。折れ線グラフが生徒数、棒グラフが学級数です。三郷

市立中学校の学校選択や私立中学校進学等を考慮して推計しております。なお、前回の会

議では、市街化区域と市街化調整区域の割合についての質問がございましたが、市の関係

部署に確認したところ、市街化区域が４９.９％、市街化調整区域が５０．１％というこ

とで、現時点で栄中学校の周りの市街化調整区域が住居系の市街化区域になる可能性は、

かなり低いとのことでした。 

右下に通学区域の変更に伴う影響をまとめましたのでご覧ください。 

１ 適正規模・適正配置の観点から 

  ・栄中は、大規模化が抑制され、１８学級以内で推移します。 

  ・前川中は、小規模校ですが、９学級（１学年３学級）以上で推移します。 

  ・両校の学区の面積のバランスが良くなります。  

  ・栄中学校の通学距離の平均が短くなります。 

２ 小学校の通学区域と中学校の通学区域の観点から 

  ・戸ケ崎小は、前川中と栄中の学区に分かれていましたが、前川中の学区に統一され

ます。 

３ 地域コミュニティーの観点から 

  ・「戸ケ崎」という地名がつく町名・町会が一つの学区に収まります。 

  ・栄３丁目の一部が、前川中と栄中に分かれます。 

続きまして、資料２－２をご覧ください。こちらの資料には、Ｂ案として国道２９８号線

と三郷放水路が交差する範囲まで前川中学校に変更した場合のシミュレーション結果を

まとめました。 

左側の地図をご覧ください。Ｂ案の場合は、前川中学校の学区境が栄中学校の位置より北

側になること、前川中学校の通学区域の面積が大きくなることが分かります。 

次に、右側のグラフをご覧ください。こちらのグラフからは、栄中学校が１６学級以内、

前川中学校が９学級以上で推移することが分かります。 

次に、右下の「通学区域の変更に伴う影響について」をご覧ください。 

１ 適正規模・適正配置の観点から 

  ・栄中は、大規模化が抑制され、１６学級以内で推移します。 

・前川中は、小規模校ですが、９学級（１学年３学級）以上で推移します。 
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  ・放水路に近い栄３丁目付近は、従前より通学距離が長くなります。 

２ 小学校から中学校へ進学する際の通学区域の観点から 

・戸ケ崎小は、前川中と栄中の学区に分かれていましたが、前川中学区に統一されま

す。 

・新和小は、全域が栄中学区でしたが、一部地域が前川中学区へ分かれます。 

３ 地域コミュニティーの観点から 

  ・「戸ケ崎」という地名がつく町名・町会が一つの学区に収まります。 

  ・栄４丁目が、前川中学区と栄中学区に分かれます。 

本日は、Ａ案とＢ案について委員の皆様からご意見をいただいたうえで、審議会としての

具体的な方向性を決めていきたいと存じますので、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

以上で説明を終わります。 

会長 議題、通学区域見直し案についての説明が終わりました。ご質問やご意見がございました

らお願いいたします。 

委員 「大きな学校が良い」や「小さな学校が良い」といった保護者の趣向で中学校を学校選択

されている方もいると思いますが、学校選択の理由については、把握されていますか。 

会長 学校選択の理由についての質問がございました。事務局からお願いいたします。 

事務局 学校選択制実施時に提出する希望選択票には、理由に「友人関係」など、選択回答するも

のがありますが、必ずしも回答する必要があるものでもございませんので、三郷市内の学

校の選択理由につきましては、すべて把握できておりません。なお、三郷市以外の学校に

就学するなどの特別な理由につきましては、記述欄を設けておりますので把握しており

ます。 

委員 ありがとうございました。今回、Ｂ案の場合、距離的な理由から栄３丁目のこども達が栄

中学校を選択することも想像できますが、Ｂ案は、おそらく通学時の安全を優先した結

果、このような形になったのではないかと思います。保護者としては、Ｂ案が良いかなと

思います。また、前回の会議では「学区と町会の境が一致していないことについての課題」

が町会長から提示されました。Ｂ案では、栄４丁目と栄５丁目が国道２９８号線を境に分

かれてしまいますが、こちらも通学時の安全を優先した結果ということでよろしいです

か。 

事務局 Ｂ案は、三郷放水路や国道２９８号線という大きな構造物で通学区域を分けるという考

えで作成しました。 

委員 通学時に国道２９８号線を横断している生徒も多くいますが、保護者としては、やはり不

安があるので、通学時の安全という観点でＢ案が良いかなと思います。この他に、栄中学

校と前川中学校では、生徒数や教職員数などの規模が違うと思いますが、Ｂ案の場合、均

衡がとれていて良いと思います。例えば学校の定員１８０名に対して２００名が在籍す

ることになると、学校での生徒数が多くなってしまいます。医療機関等では、満床率とい

う表現をしますが、同じように「学校の定員に対しての割合」を数値で見ることができる

と良いです。 

会長 ありがとうございました。他にございますか。 
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委員 私はＡ案の方が良いです。現在の通学区域では、戸ケ崎小学校に行っている児童のうち、

戸ケ崎と戸ケ崎１丁目に住んでいる児童が栄中学校に行く区分けになっています。戸ケ

崎小学校の児童は、中学生になったら分断される状態です。今回のＢ案では、新和小学校

に行っている児童のうち、栄３丁目と栄４丁目一部に住んでいる児童が前川中学校に行

く区分けになります。つまり、現在とは反対で、新和小学校の児童が、中学生になったら

分断されることになります。また、栄は３・４丁目が一つの町会単位です。先ほど市街化

調整区域についての話がございましたが、栄４丁目の国道２９８号線から東側には、建物

が数件しかなく、小学生は数名いるだけです。今後も市街化区域になる可能性が低い見込

みであれば、栄３・４町会から、その数名だけが栄中学校に行き、他のこども達は前川中

学校に行くことになります。現在、栄中学校では、戸ケ崎小学校出身の生徒と新和小学校

出身の生徒との間で摩擦のようなものはないと認識していますが、これは数十人単位で

行くからだと思います。栄中学校と前川中学校の生徒数のバランスが良くなることから、

Ｂ案という意見もありますが、私としては、同じ小学校の児童が同じ中学校に行けた方が

落ち着くのではないかと思います。児童のことを考えて、なるべく別々の中学校に分断さ

れない方向で考えてもらいたいです。 

会長 ありがとうございました。本日は事務局からＡ案とＢ案、二つの案を提示してもらいまし

た。委員の皆様から様々な意見を頂いて、審議を進めたいと存じます。 

委員 私はＢ案の方が良いです。理由は、栄中学校と前川中学校の学級数の差です。Ｂ案の場合

は、最大で４学級の差で済みますが、Ａ案の場合は、最大で７学級という差が生じます。

Ｂ案の方が、両校の学級数の差を少なくすることができます。また「同じ小学校の児童が、

別々の中学校に行くのは、かわいそうだ」という意見がございましたが、三郷市では学校

選択制がございます。この制度は、今後も継続しますか。 

事務局 中学校の学校選択制は、当面の間、継続します。ただし、希望する学校が定員に達した場

合は、通学区域外からの受入れができなくなります。例えば、Ｂ案では、栄３丁目は前川

中学校の通学区域になりますので、栄中学校が定員に達した場合、ここに住んでいるこど

も達は、原則、栄中学校を選択することができなくなります。 

委員 通学距離が遠い生徒は自転車通学できますよね。 

事務局 はい。自転車通学できます。 

会長 ありがとうございました。他にございますか。 

委員 Ｂ案の場合は、学校選択できないのですか。 

事務局 学校選択できないわけではございませんが、例を挙げると、令和７年度新入学１年生にお

ける栄中学校の定員は２５６名です。通学区域内新１年生だけでこれに達した場合は、通

学区域外から受け入れることができません。つまり、Ｂ案の方では、栄３丁目に住んでい

る新和小学校の児童は前川中学校が通学区域になるため、栄中学校が定員に達していれ

ば選択できなくなるということです。 

委員 定員の２５６名を超えた場合の話ですよね。今後３年程度で定員を超えますかね。 

委員 先ほどＡ案が良いと言ったのは、私達の町会に住むこども達が、中学生になった時に分断

されたくないと思うので言いました。同じ小学校に通っている友達が「定員があるから同

じ中学校に行けない」となってしまったら、どう思いますか。また、自転車通学の話もあ
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りましたが、中学校としては、なるべく自転車通学をさせたくないだろうと思います。中

学校としては、自転車通学を減らす方向ですか。それとも、増えても構わないという考え

ですか。 

委員 自転車通学の可否については、物理的な距離で考えています。暗い場所もありますし、自

転車の安全指導も行っております。「徒歩だから安全」ですとか「自転車だから安全」と

いう考え方ではございません。 

委員 学校として何キロメートルまで自転車通学ができるか、決めているではないですか。Ｂ案

では、自転車通学が多くなってしまうのではないですか。 

委員 現在、北中学校の自転車通学の割合は９割以上ですが、栄中学校と前川中学校の場合は、

そこまで増えないと思います。 

委員 自転車の話は分かりました。もう大丈夫です。 

会長 先ほど、小学校卒業後に別々の中学校になってしまうという話がありました。現在、戸ケ

崎小学校の通学区域は二つの中学校に分かれていますが、校長としては、いかがですか。 

委員 「中学校は別々に分かれるけれど、チャレンジしてみよう」という児童もいますが、戸ケ

崎小学校から中学校への学区自体については、原則、同じ学区でも良いのではないかとい

う気持ちもあります。 

委員 私達の町会からは、栄中学校に行っている子も前川中学校に行っている子もいますが、前

川中学校に行っている生徒の数は２桁に満たないです。この数人を前川中学校の通学区

域とするなら、保護者の合意が必要ではないでしょうか。少子化も進んでいるので、将来

的なことは分からないですが、地域コミュニティーが崩れるのが怖いです。 

委員 地域コミュニティーを崩したいわけではないです。保護者の地域コミュニティーに対す

る考え方は、町会長とは違い、個々の判断で決めているような雰囲気がございます。もち

ろん少子化が解消するのであれば良いですが、この推計のとおり推移するとすれば、今後

の５年程度をどのように乗り切るかが大切だと思います。 

委員 栄中学校と前川中学校の生徒数は、Ａ案とＢ案で、どの程度変わりますか。 

事務局 栄中学校の生徒数が最大になる令和９年度を例に説明しますと、栄中学校の場合、Ａ案が

６１９名、Ｂ案が５８５名で、３４名の違いが生じます。前川中学校の場合、Ａ案が３５

４名、Ｂ案が３８８名で、前川中学校につきましても３４名の違いが生じます。 

委員 通学区域の変更は、いつから適用する予定ですか。 

事務局 今回の資料では、令和７年度から通学区域を変更した場合の推計を示しておりますが、令

和７年度新入学１年生については、先ほど、報告の際にお話ししたとおり、既に保護者へ

お知らせをしておりますので、できれば令和８年４月から適用したいと考えております。

この場合、現在の小学５年生から適用されます。また、先ほど話があった学校選択制につ

いての説明を補足します。令和７年度入学の新１年生の場合、前川中学校の定員には、現

時点で８０名程度の余裕がございますので、栄中学校の通学区域の児童は、前川中学校へ

学校選択できる可能性が高いことを示しております。つまり、令和８年４月以降について

も、Ａ案の場合は、新和小学校の通学区域に住むこども達が前川中学校を選択できる可能

性が高いと考えています。 

副会長 一つ確認しますが、Ａ案では、栄３丁目南側にある三角形の部分が前川中学校の通学区域
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になっていますが。 

委員 栄３丁目南側にある三角形の部分は、町名としては栄３丁目なのですが、町会の区域とし

ては栄５丁目に属しています。 

副会長 分かりました。もう一つよろしいですか。先ほど、保護者の視点で、国道２９８号線の横

断に対する危険性の話がございましたが、栄３丁目の中川の県道沿いに住んでいるこど

も達が前川中学校に行く場合は、おそらく、二郷半用水路沿いを渡って来ると思います。

信号機がない交差点を横断することになりますので、私も保護者ですが、こちらの方が怖

いと思います。国道２９８号線は横断できる場所が決まっており、そこには信号機があり

ますので、通学時の安全という観点から考えた場合、Ａ案の方が良いです。もちろん、様々

な意見があると思うので、一つの意見として申し上げます。 

会長 ありがとうございました。通学時の安全のことや町会のこと、学校選択制で希望する学校

に行けなかった場合のことなど様々な意見がございました。本審議会では、皆様から様々

な意見を頂いて検討していきたいと存じます。他にございますか。 

委員 私は、戸ケ崎小学校と前谷小学校の通学区域変更の際も審議会の委員をしていました。当

時は、県道松戸草加線ができるということで、通学時の横断で事故が発生しないよう、こ

の道路を境に通学区域を分けることにしました。その際、「途中で転校したくない」とい

う児童もいたので、卒業するまでは、転校がないように配慮していただいきました。 

会長 中学校は、小学校の場合とは違うかもしれませんが、通学区域を変更する際、何年か猶予

されるようなことはありますか。 

事務局 直近の小学校の通学区域の変更では、学年の途中からの転校がないように、新１年生から

適用しました。今回の中学校の通学区域変更につきましても、生徒や保護者の負担が少な

くなるよう、新１年生から適用したいと考えております。また、兄姉が在籍している場合

については、兄姉と同じ学校に行けるように配慮したいと考えています。 

会長 そういう配慮はしていただけるということですね。 

委員 現在の栄中学校と前川中学校の学区は、前川中学校の開校以来、一度も変更していないの

か、それとも人数の関係で変更した結果、現在のような戸ケ崎小学校の近くまで栄中学校

の通学区域という形になったのか、どちらでしょうか。 

事務局 前川中学校は、昭和５７年度に開校しましたが、開校から現在に至るまで通学区域の変更

はございません。昭和５７年度というと、団塊ジュニア世代が小学生くらいで、その当時

は、戸ケ崎地区の子ども達の人数がかなり多かったことから、現在のような通学区域にな

ったと認識しています。 

委員 教育委員会と都市計画の連携ができていないということだと思います。当時も、栄中学校

の方に都市計画があったと思いますが、このことについては考えなかったのですか。 

事務局 昭和５７年当時に、栄中学校の方、つまり、三郷中央駅周辺の方に都市計画があったかに

ついては把握しておりませんが、今回の審議会では、開校以来、これまで変更がなかった

栄中学校と前川中学校の通学区域の検討を行うことになりました。 

会長 前回の審議会でもございましたが、地域の状況は、急激な人口増加などの影響を受けて変

わっていくものです。本審議会で話し合っている内容も、数十年後に「これで良かったね」

と思ってもらえるように議論していますが、本当にそう思ってもらえるのかについては、
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なかなか見通せないところもございます。まだご意見を頂いていない委員の方もいらっ

しゃいます。よろしければ皆様の立場から意見を頂いて、次回につなげたいのですが。 

委員 長期的な視点で考えますと、今後も人口が増えるのは三郷中央地区だと思います。戸ケ崎

地区の人口が多かった時代もございます。一方で、栄地区の人口は増えないかもしれませ

ん。三郷中央地区の人口が増えることを踏まえると、Ｂ案の方が良いです。Ａ案は、学区

境を説明するのが難しく、Ｂ案のように、三郷放水路のところまで前川中学校とした方が

分かりやすいです。 

委員 現在、栄３丁目と栄４丁目の子ども達は、新和小学校に通学していますよね。新和小学校

の児童数が増えて、こども達が、学校の敷地外にある児童クラブ室に通学するような状態

で、それを見守るのが先生達だったり、保護者だったりするわけですよね。これ以上、新

和小学校の児童数が増えても大丈夫なんですか。 

事務局 念のため、確認しておきたいのは、学校の敷地外に児童クラブ室を設置したのは幸房小学

校でございまして、学校全体の児童数だけでなく、児童クラブの需要が増えているため、

学校の敷地外に第２児童クラブを建設しました。なお、新和小学校につきましては、今年

度か来年度に、児童数のピークを迎え、その後は、徐々に減少していく見込みです。 

委員 新和小学校のこども達がどうなるのかという心配をしていたので、減少していくなら大

丈夫です。ところで、町会長の中には、地域の形を重んじている方もいるので、そこをち

ゃんと考慮しないと、平和は保たれないような気がします。今回の資料では、令和１８年

度には、栄中学校の生徒数は、令和９年度のピークから約２００人減るとのことですが、

当面は、栄中学校が多くなることを考慮しないといけない。実際、栄中学校の生徒数の増

え方を見ると校舎が足りるのか心配ですが、どちらの案でも良いという感じです。 

会長 ありがとうございました。他にございますか。 

委員 前回の会議では、一つの案だけでなく、様々な考えに基づいて検討した方が良いと思った

ので、Ｂ案を提案しました。しかし、Ｂ案の場合、通学区域が広がりますが、栄３、４丁

目のこどもの数が多いわけではないということが分かり、また、三郷放水路まで通学区域

にした場合、通学路の安全性はどうなのかという意見もありました。一方、Ａ案の場合、

戸ケ崎小学校の児童は前川中学校が通学区域となり、新和小学校の児童は、現状通り、栄

中学校が通学区域となります。つまり、一つの小学校が一つの中学校の学区に落ち着きま

す。町会長の思い、保護者の思い、子ども達の思い、それぞれに賛否両論あると思います

が、学区の面積のバランスも良くなるＡ案の方がしっくりくると思いました。 

会長 前回、Ｂ案の方の提案をしたということですが、今回の会議の資料や様々な意見を伺った

結果、Ａ案が良いという考えに至ったということですよね。お互いに理解しあって、全て

良いとはならないかもしれませんが、歩み寄った結果「これが良いかな」となるのが一番

良いと思います。そのために様々なご意見を頂いております。なかなか一つになりません

が、これは、とてもプラスの話合いなのではないかと思います。お互いを理解するうえで

も良いのだと思います。ありがとうございました。他にございますか。 

委員 ところで、現在の新和小学校の児童数は分かりますか。 

事務局 令和６年５月１日時点で１,３２５名です。 

委員 幸房小学校は分かりますか。 
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事務局 令和６年５月１日時点で１,４０８名です。 

委員 幸房小学校の方が多くなったのですね。今後の見込みはどうですか 

事務局 新和小学校の児童数は、先ほど申し上げたとおり、今年度か来年度には児童数のピークを

迎え、その後、徐々に減少していく見込みです。また、幸房小学校の児童数についても、

来年度か再来年度にピークを迎え、その後、減少していく見込みです。 

会長 事務局には、本日、Ａ案とＢ案に対して出されたご意見の整理をお願いいたします。次回

は、事務局が整理したご意見を踏まえたうえで、より深い議論ができれば良いと存じま

す。議題、通学区域見直し案については終了します。 

 

６ 事務連絡 

会長 事務連絡について事務局からお願いいたします。 

事務局 （事務連絡） 

 

７ 閉会 

会長 以上をもちまして本日の審議会を終了します。 

閉会に当たり副会長からご挨拶をお願いいたします。 

副会長 （挨拶） 

会長 ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。 

 

以上 


